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議案第８３号

花園インターチェンジ拠点整備プロジェクト及びこれに

係る市費の支出の賛否を問う住民投票条例

（目的）

第１条 この条例は、花園インターチェンジ拠点整備プロジェクト

及びこれに係る市費の支出について、賛成または反対の市民の意

志を明らかにし、もって市政の民主的かつ健全な運営を図ること

を目的とする。

（住民投票）

第２条 前条の目的を達成するため、次の各号の選択肢について、

住民による投票（以下「住民投票」という。）を行う。

（１） 花園インターチェンジ拠点整備プロジェクト及びこれに

係る市費の支出に「賛成」

（２） 花園インターチェンジ拠点整備プロジェクト及びこれに

係る市費の支出に「反対」

（住民投票の執行）

第３条 住民投票は、市長が執行するものとする。

２ 市長は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条の

２の規定に基づき、協議により、その権限に属する住民投票の管

理及び執行に関する事務を深谷市選挙管理委員会（以下「選挙管

理委員会」という。）に委任するものとする。

（住民投票の期日）

第４条 住民投票の期日（以下「投票日」という。）は、この条例

の施行の日から起算して９０日以内のうちの日曜日とし、市長が

定める。

２ 市長は、前項の規定により投票日を定めたときは、選挙管理委

員会に対し、当該投票日の４０日前までに通知しなければならな

い。
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３ 選挙管理委員会は、前項の規定による通知を受けたときは、投

票日の７日前までにこれを告示しなければならない。

（投票資格者）

第５条 住民投票における投票の資格を有する者は、投票日におい

て公職選挙法（昭和２５年法律第１００号。以下「法」とい

う。）第９条第２項に規定する深谷市の議会の議員及び長の選挙

権を有する者であって、前条第３項の規定による告示の日（以下

「告示日」という。）において本市の選挙人名簿（法第１９条に

規定する名簿をいう。以下同じ。）に登録されているもの及び告

示日の前日において選挙人名簿に登録される資格を有するものと

する。

２ 前項の規定にかかわらず、投票日において法第１１条第１項若

しくは第２５２条又は政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４

号）第２８条の規定により選挙権を有しないとされる者は、住民

投票の投票の資格を有しない。

（投票資格者名簿）

第６条 選挙管理委員会は、住民投票における投票資格者につい

て、花園インターチェンジ拠点整備プロジェクト及びこれに係る

市費の支出の賛否を問う住民投票資格者名簿（以下「投票資格者

名簿」という。）を作成するものとする。

（投票の方式）

第７条 住民投票は一人一票の投票とし、秘密投票とする。

２  住民投票をしようとする投票資格者（以下「投票人」とい

う。）は、投票用紙の選択肢から一つを選択し、所定の欄に自ら

○の記号を記載し、これを投票箱に入れる方法により投票するも

のとする。

３ 前項の規定にかかわらず、身体の故障その他の事由により、自

ら投票用紙に○の記号を記載することができない投票人は、政令

で定めるところにより、代理投票をすることができる。

４ 第２項の規定にかかわらず、投票人は、政令で定めるところに
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より、点字投票をすることができる。

（投票用紙の様式）

第７条の２ 前条第２項に規定する投票用紙及び同条第４項の規定

による点字投票の投票用紙の様式は、選挙管理委員会が定めるも

のとする。

（投票所においての投票及び期日前投票）

第８条 投票人は、投票日の当日自ら投票所に行き、投票をしなけ

ればならない。

２ 投票人は、投票資格者名簿またはその抄本の対照を経なけれ

ば、投票をすることはできない。

３ 第１項の規定にかかわらず、投票日の当日に職務従事その他の

理由により、投票人自らが投票所へ行くことが出来ないときは、

法第４８条の２の規定により期日前投票を行うことができるもの

とする。

（無効投票）

第９条 次の各号のいずれかに該当する投票は、無効とする。

（１） 所定の投票用紙を用いないもの

（２） ○の記号以外の事項を記載したもの

（３） ○の記号のほか、他事を記載したもの

（４） ○の記号を投票用紙の選択肢の欄のいずれにも記載した

もの

（５） ○の記号を投票用紙のいずれの選択肢の欄に記載したの

か判別し難いもの

（６） 白紙投票

（情報の提供）

第１０条 市長は、投票資格者の投票の判断に資するため、花園イ

ンターチェンジ拠点整備プロジェクト及びこれに係る市費の支出

に関する市が有する情報を整理した資料を一般の閲覧に供するほ

か、必要な情報を提供しなければならない。

２ 市長は、前項の広報活動及び情報の提供に際しては、花園イン
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ターチェンジ拠点整備プロジェクト及び市費の支出についての賛

否両論を公平に扱わなければならない。

（投票運動）

第１１条 住民投票に関する運動は、自由とする。ただし、買収、

脅迫等市民の自由な意志が拘束され、又は不当に干渉されるもの

であってはならない。

２ 前項の投票運動の期間は、この条例の施行の日から投票日の前

日までとする。

（投票及び開票）

第１２条 第２条から前条までに定めるもののほか、住民投票の投

票及び開票に関し必要な事項は、法、公職選挙法施行令（昭和２

５年政令第８９条）及び公職選挙法施行規則（昭和２５年総理府

令第１３号）の例による。

（結果の告示等）

第１３条 選挙管理委員会は、投票結果が確定したときは、直ちに

これを告示するとともに、市長に報告しなければならない。

２ 市長は前項の報告を受けた時は、速やかに市議会議長に通知し

なければならない。

（投票結果の尊重）

第１４条 市長及び市議会は、住民投票の結果を尊重しなければな

らない。

（委任）

第１５条 この条例に定めるもののほか、住民投票に関し必要な事

項は、規則で定める。

付 則

（施行期日）

１ この条例は、公布の日から施行する。

この条例は、投票日の翌日から起算して９０日を経過した日にそ

の効力を失う。
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平成２７年１２月８日提出 

深谷市長  小 島  進 

提案理由 

 平成２７年１２月３日に地方自治法第７４条第１項の規定による

条例の制定の請求を受理したので、同条第３項の規定により、別紙

のとおり意見を付けて、この案を提出するものであります。 

-5-



別 紙 

意 見 書 

このたびの直接請求は、署名数が法定数を超え、９，６９３人あ

ったことは、花園インターチェンジ拠点整備プロジェクトに対し、

多くの方に関心を寄せていただく契機となったものと理解していま

す。 

直接請求制度は、地方議会と市長による代表民主制を基本とする

地方自治制度にあって、これを補完する制度として地方自治法に規

定があります。 

また、住民投票を行うにあたっては、それぞれの事案に応じて投

票に付すべき事項、成立要件などの事項が定められていることが必

要と考えられます。 

こうした制度の趣旨に照らして、住民投票の実施については、個

々にその内容を十分に検討することが求められます。 

直接請求の内容について、市長は議会に提案するにあたり、意見

を付すこととされています。１．花園インターチェンジ拠点整備プ

ロジェクトにかかる市の基本的な考え方 ２．住民投票条例の内容

に関する疑問点及び問題点の２点についての私の意見は、次のとお

りでございます。 

１．花園インターチェンジ拠点整備プロジェクトにかかる市の基

本的な考え方について 

まず、はじめに、花園インターチェンジ拠点整備プロジェクトに

かかる市の基本的な考え方について意見を申し述べます。 

本プロジェクトの開発地につきましては、従前からご説明申し上

げているとおり、花園インターチェンジから一般国道１４０号バイ

パスを熊谷方面に１．５キロメートルほど、行ったところの約２８

ヘクタールの土地でございます。 

ここに、アウトレットモールを誘致し、その隣接地で、「公共ゾ
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ーン」として、農業や観光をＰＲできるような施策を展開してまい

ります。 

アウトレットモールを運営する事業者につきましては、昨年度公

募を行い、御殿場や佐野など人気の高い「プレミアム・アウトレッ

ト」を運営している、三菱地所・サイモン株式会社を優先協議者に

選定し、本契約に向けて交渉を進めております。 

また、「公共ゾーン」における事業展開につきましては、当該地

を「深谷テラス」と名付け、事業展開していただく民間事業者の公

募を進めているところでございます。 

次に、このプロジェクトの目的でございますが、まず、「農業と

観光の振興」でございます。 

深谷市は、全国でも有数の農業生産地です。しかし、素晴らしい

生産物に比べると、その知名度、ブランド力はもっとあってしかる

べきだと考えております。観光につきましても、個々の素晴らしい

施設、景観など他に誇れるものはたくさんございますが、観光地と

しての知名度は低いと考えております。 

深谷の農業をもっと元気に、そして、深谷の良いところをもっ 

と、たくさんの方々に見ていただきたいと考えております。この思

いから本プロジェクトを立ち上げた次第でございます。 

また、花園インターチェンジを、県北、秩父地域の玄関口、経済

の結節点としてとらえ、県北及び観光地として知名度の高い秩父地

域とも連携しながら、広域的な発展を目指してまいりたいと考えて

おります。 

そして、２つ目の目的が、「自主財源の確保」でございます。 

深谷市は、自主財源が少なく、税収比率につきましては、県内４

０市中で３番目に低い状況であり、国や県の財源に頼っている状況

です。また、歳出につきましては、扶助費等の義務的経費が増加す

る傾向が続いており、人口減少、少子高齢化の影響によりこのよう

な状況はより一層強まることが予想されます。 

このプロジェクトを通して、将来にわたり安定した財政運営のた
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めの継続的な自主財源の確保と、自立性の向上を図ってまいりたい

と考えております。 

そして、３つ目の目的が、「雇用機会の創出」です。民間事業者

の進出に伴い、１，５００人規模の新規雇用が生まれます。雇用機

会の創出では、特に女性の働く場の確保に貢献することで、人口流

出の抑制や、子育て世代などの新たな転入、定住にも期待すること

ができます。 

続いて、このプロジェクトの収支について、ご説明します。 

まず、費用につきましては、土地造成や一部用地取得、周辺道路

整備、新駅建設費用などにより、市が投資する概算事業費は、約５

０億円を予定しております。 

なお、この投資に対しましては、合併特例債の活用も考慮し、市

民の皆さまの生活に直結する一般財源への影響を最小限とし、教育

や福祉など、その他の事業への影響を与えないように資金調達を行

ってまいります。 

また、地代につきましては、競争性の高い公募を実施したこと 

で、市が設定した基準地代を大幅に上回る金額を三菱地所・サイモ

ン株式会社からご提案いただいております。 

さらに、三菱地所・サイモン株式会社から、ご提案いただいた施

設計画についても、市の当初の想定を超える規模の施設であったこ

とから、それに対する固定資産税などの収入も想定を超えるものと

なっております。 

先に述べた、約５０億円の投資金額につきましては、事業者から

支払われる地代や、固定資産税などの収入により、アウトレットモ

ール運営開始後、約７年で回収できる見込みでございます。  

さらに、長期の収支計画として、アウトレットモール運営開始か

ら２０年間では、約１３０億円の黒字を見込んでおり、黒字部分は

人口減少や少子高齢化など社会情勢に応じた市の施策・事業に充て

たいと考えております。 

続いて、本プロジェクトを市が主導で行う意義について、ご説明
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します。 

本プロジェクトは市が主導することで、市内商店との競合が少な

いアウトレットモールを誘致し、また、周辺道路や新駅を整備する

ことで、地域経済や周辺環境に配慮した開発計画を実現することが

できます。 

また、本開発エリアは集団的な農地であるため、民間事業者によ

る単独開発は非常に困難な土地でございます。本プロジェクトは、

農業や観光といった産業施策を展開する事業者を誘致する積極的な

企業誘致であり、全国の地方自治体で展開されている工業団地造成

事業に類似した手法でございます。 

さらに、市が主導で行うことにより、２０年後、３０年後の社会

情勢の変化に対応した市民の利益となる土地活用を市の責任におい

て図ることも可能となります。 

２．住民投票条例の疑問点及び問題点について 

次に、本住民投票条例の内容につきまして意見を申し述べます。 

第１条には、「賛成または反対の市民の意思を明らかにし、もっ

て市政の民主的かつ健全な運営を図ることを目的とする」とありま

す。 

そもそも、花園インターチェンジ拠点整備プロジェクトは、議会

制民主主義に基づき議会における調査・検討が行われ、市は議会の

決定を踏まえ、市民に情報提供を行い、市の方針に対して理解を求

めながら進めています。 

しかしながら、同条によれば住民投票をしない限り市政は民主的

でなく、健全な運営を図っていないと述べたに等しいことになりま

す。この条文は議会制民主主義にのっとり適正な手続きにより正当

に進められてきた本事業の取り組みの実態と矛盾するものでありま

す。 

第２条において、住民投票の選択肢として、花園インターチェン

ジ拠点整備プロジェクト及びこれに係る市費の支出について、複数
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の選択肢を示すことなく、単に賛否を問うものとなっております。 

これまでの住民投票実施に向けた運動の中では、アウトレットモ

ール誘致には賛成する一方で、市費の支出に反対であるとの意見の

基に進められてきていると認識しており、本条例の内容と住民投票

実施に向けた運動の中での主張に不整合があるように思われます。 

この投票方法では、「反対」として投じられた投票について、そ

もそも本プロジェクトに反対であるのか、本プロジェクトには賛成

であるが、市費の支出に反対であるのか判別ができません。 

したがって、本条例による住民投票では、本プロジェクトに対す

る市民の多様な意思の把握が困難であり、その投票結果をもって本

プロジェクトの可否を判断することは非常に困難となります。 

また、この条例には、住民投票の成立要件として、投票率に関す

る規定が定められていません。 

住民投票につきましては、代表民主制を基本とする地方自治制度

を補完する手法と認識しております。第１条において「市民の意思

を明らかにする」とし、第１４条で「住民投票の結果を尊重しなけ

ればならない」としていることからも、どれだけの市民の投票行動

を得て市民の声を聴き、また、市民の意思を明らかにしたと考える

のか、住民投票の投票率が、あらかじめ定めた水準を上回るもので

ない限り、投票結果を真の民意として尊重することには、大きな矛

盾があると考えます。 

第１０条には、「市長は、投票資格者の投票の判断に資するた 

め、花園インターチェンジ拠点整備プロジェクト及びこれに係る市

費の支出に関する市が有する情報を整理した資料を一般の閲覧に供

するほか、必要な情報を提供しなければならない」としています。 

花園インターチェンジ拠点整備プロジェクトについては、先に述

べましたように現在の地方自治法で定められている市と議会の権限

と役割の中で、決まったこと、公にできることについては、可能な

限り情報提供に努めてまいりました。また、市民の皆さまへの情報

提供についても同様であり、広報ふかやをはじめ市ホームページや
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市長と語る集いなど、様々な媒体や機会を通じて情報提供に努めて

まいりました。 

よって、本条例の制定如何を問わず、今後につきましても議会や

市民の皆さんへの情報の提供に努めてまいりたいと考えておりま 

す。 

最後に、市役所は総合行政でございますので、子育て・教育・福

祉・基盤整備どれをとりましても市の行うべき大切な事業であると

考えております。 

市が２０年後、３０年後の将来を見据えたまちづくりを行うこと

は、現在の地方自治体が直面している課題に真に向き合うことであ

り、将来にわたり持続可能な市政運営を行う上で必要不可欠である

と考えております。 

この度、「条例制定の請求がなされた」という事実を謙虚に受け

止めておりますが、将来にわたり持続可能な市政運営を担保するべ

く、「農業と観光の振興」や「自主財源の確保」と「雇用機会の創

出」という命題に向け、引き続き、地方創生の大黒柱である本プロ

ジェクトを推進してまいりたいと考えております。 

花園インターチェンジ拠点整備プロジェクトにつきましては、直

接選挙で選ばれた住民の代表者からなる議会において、様々な見地

に基づき、これまで十分な調査、検討が行われている経緯がござい

ます。 

また、住民投票を行うにあたっては、相当な経費を市費から支出

することや市民の皆さまに時間と労力をかけて投票をお願いするこ

とになります。 

以上のことから、「花園インターチェンジ拠点整備プロジェクト

及びこれに係る市費の支出の賛否を問う住民投票条例」を制定して

住民投票を実施する必要はないと考えており、本条例に反対するも

のです。 

議員各位におかれましては、この住民投票条例について厳正なる

ご審議をいただきますようお願い申し上げます。 
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